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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
祉
支
援
機
構 

三 

代
表
者
の
氏
名 

石
川 

昇 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
三
郷
市
早
稲
田
一
―
七
―
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
の
自
立
及
び
社
会
活
動
へ
の
参
加
並
び
に
不
登
校
の
児
童
及
び
生

 

徒
（
以
下
「
不
登
校
児
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
支
援
す
る
事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
障

 

が
い
者
及
び
不
登
校
児
等
並
び
に
そ
れ
ら
の
者
の
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
全
て
の
人
々
の
豊
か

 

な
人
生
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
バ
イ
オ
ス
メ
デ
ィ
カ
ル 

三 

代
表
者
の
氏
名 

加
藤 

惠
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
春
日
部
市
樋
堀
九
十
九
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
に
対
し
予
防
医
学
の
実
践
活
動
を
行
い
、
社
会
貢
献
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に

お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
医
学
情
報
研
究
所 

 
 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
医
学
英
語
研
究
所 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

大
井 

毅 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
一
五
五
二
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
に
対
し
、
医
学
情
報
の
提
供
を
行
い
、
医
学
知
識
の

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
に
対
し
、
医
学
英
語
情
報
の
提
供
を
行
い
、
医
学
知

識
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
利
根
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
元
気
ク
ラ
ブ
彩
活 

三 

代
表
者
の
氏
名 

廣
澤 

英
明 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
幸
手
市
栄
六
番
三
―
三
百
八
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
を
対
象
に
い
き
が
い
啓
発
活
動
を
行
い
、
健
康
寿
命
の
増
長
に
寄
与

す
る
と
共
に
若
年
層
（
こ
ど
も
）
を
対
象
に
、
希
薄
化
し
た
社
会
環
境
の
改
善
を
目
指
し
誰
も

が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
で
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
五
号



告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第

百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
度
に
お

い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ
、
印
刷
の
請
負
並
び
に
電
子
計
算
に

関
す
る
業
務
、
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
並
び
に
催
物
、
映
画
及
び
広
告
の
企
画
・
製
作
並

び
に
そ
の
他
業
務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入

札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

業
種
区
分
及
び
物
品
等
の
種
類 

 
 

業
種
区
分
及
び
物
品
等
の
種
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

ハ 

物
品
の
賃
貸    

 

ロ 

物
品
の
買
受
け  

 

イ 

物
品
の
販
売    

 

業 

種 

区 

分 

Ｏ
Ａ
機
器
・
用
品 

事
務
機
器 

書
籍 

家
具 

室
内
装
備
品 

 

（
屋
内
装
飾
品
） 

厨ち
ゅ
う

房
機
器 

建
具 

舞
台
装
置 

寝
具
類 

  

車
輌
・
船
舶
・
バ
イ
ク
・
自
転
車 

自
動
車
用
品 

医
療
機 

器 

介
護
機
器 

測
量
機
器 

理
化
学
機
器 

光
学
機
器
・
時 

計 

空
調
冷
暖
房
機
器 

家
電
製
品 

視
聴
覚
機
器 

通
信 

放
送
機
器 

工
作
機
械
類 

農
業
・
建
設
機
械
類 

そ
の
他
機 

鉄
・
非
鉄
く
ず 

紙
・
繊
維
く
ず 

自
動
車 

機
械 

事
務
機

器 

そ
の
他
の
買
受
け 

Ｏ
Ａ
機
器
・
用
品 

文
具
・
事
務
機
器
・
用
品 

書
籍 

家
具 

  

室
内
装
備
品
（
屋
内
装
飾
品
） 
厨ち

ゅ
う

房
機
器 

建
具 

舞
台 

 

装
置 

寝
具
類 

車
輌
・
船
舶
・
バ
イ
ク
・
自
転
車 

自
動
車 

 

用
品 

燃
料
類 

医
療
機
器 

医
療
用
薬
品 
介
護
機
器 

測 

 

量
機
器 

理
化
学
機
器 

光
学
機
器
・
時
計 
空
調
冷
暖
房
機 

 

器 

家
電
製
品 

視
聴
覚
機
器 

通
信
放
送
機
器 
工
作
機
械 

 

類 

農
業
・
建
設
機
械
類 

そ
の
他
機
械
器
具 

教
育
用
教
材 

 

等 

遊
具
類 

衣
類
・
帽
子
・
靴 

消
防
・
防
災
・
防
犯
用
品 

   

ス
ポ
ー
ツ
用
品 

楽
器 

記
章
・
カ
ッ
プ
・
美
術
工
芸
品 

 

 

看
板
・
標
識
・
旗
・
環
境
美
化
用
品 

食
料
品 

肥
料
・
飼
料 

 

・
農
薬 

動
植
物
・
用
品 

金
物
類 

工
業
用
薬
品 

建
設
資 

 

材
・
部
材
・
材
料
品 

百
貨
・
ギ
フ
ト 

そ
の
他
百
貨

 

 

 

 

物  

品  

等  

の  

種  

類 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
六
号



 

ト 

催
物
、
映
画
及 

 
 

び
広
告
の
企
画
・ 

 
 

製
作
並
び
に
そ
の 

 
 

他
役
務 

  

ヘ 

建
築
物
の
管
理 

 
 

に
関
す
る
業
務 

 

ホ 

電
子
計
算
に
関 

 
 

 
 

す
る
業
務 

 

ニ 

印
刷
の
請
負 

   

催
物
の
企
画
・
運
営
等
関
連
業
務 

催
物
の
会
場
設
営
業
務 

 

展
示
等
関
連
業
務 

音
響
・
舞
台
照
明
等
関
連
業
務 

製
作
等 

関
連
業
務 

そ
の
他
催
物
関
連
業
務 

映
画
又
は
ビ
デ
オ
制
作 

業
務 

広
告
代
理
業
務 

写
真
撮
影
業
務 

旅
行
代
理
業
務 

 

１ 

管
理
業
務 

 
 

清
掃 

人
間
警
備 

機
械
警
備 

環
境
測
定 
殺
虫
・
消 

  

毒 

駐
車
場
管
理 

２ 

運
転
業
務 

 
  

受
変
電
・
非
常
電
源
・
負
荷 

通
信
設
備 

空
調
機
械 

 

  

ボ
イ
ラ
ー 

冷
凍
機 

給
排
水
衛
生
設
備 

電
話
交
換 

３ 

点
検
・
検
査
業
務 

 
 

受
変
電
・
非
常
電
源
・
負
荷 

通
信
設
備 

空
調
機
械 

 

 

ボ
イ
ラ
ー 

冷
凍
機 

上
水
槽
清
掃 

給
排
水
衛
生
設
備 

 

 

ガ
ス
設
備 

浄
化
槽
保
守
点
検 

浄
化
槽
清
掃 

搬
送
運 

 

搬
設
備 

防
災
設
備 

４ 

廃
棄
物
処
理
業
務 

 
 

一
般
廃
棄
物 

産
業
廃
棄
物 

 
デ
ー
タ
エ
ン
ト
リ
ー 

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト   

 
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ 

 

シ
ス
テ
ム
分
析 

シ
ス
テ 

 

ム
開
発
（
汎
用
機
系
） 

シ
ス
テ
ム
開
発
（
Ｐ
Ｃ
・
Ｃ
Ｓ
Ｓ
系
） 

   

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
設
計
・
構
築 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ 

 

ス
テ
ム
運
用
・
保
守 

Ｇ
Ｉ
Ｓ
関
連
業
務 

画
像
処
理
関
連
業 

 

務 

Ｃ
Ａ
Ｄ
／
Ｃ
Ａ
Ｍ
関
連
業
務 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ 

 

ム
関
連
業
務 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
関
連
業
務 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技 

 

術
教
育 

電
子
媒
体
作
成
関
連
業
務 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
業 

 

務 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他
電
算
業
務 

 

一
般
印
刷 

シ
ー
ル
・
ラ
ベ
ル
印
刷 

フ
ォ
ー
ム
印
刷 

封
筒 

印
刷  

そ
の
他
印
刷 

製
本 

 

械
器
具 

教
育
用
教
材
等 

遊
具
類 

衣
類
・
帽
子
・
靴 

消 

 

防
・
防
災
・
防
犯
用
品 

ス
ポ
ー
ツ
用
品 

楽
器 

美
術
工
芸  

 

品 

看
板
・
標
識
・
旗
・
環
境
美
化
用
品 

動
植
物
・
用
品 

金 

 

物
類 

部
材
・
材
料
品 

そ
の
他
百
貨  



二 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 

イ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
競
争
入
札 

 
 

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

⑴ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
（
同
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一 

 
 

 

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 
 

⑵ 

十
一
ホ
又
は
へ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か 

 
 

 

ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ロ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
間
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る 

 
 

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し 

 
 

て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

⑴ 

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品 

 
 

 

質
若
し
く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者 

 
 

⑵ 

競
争
入
札
又
は
競
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価 

 
 

 

格
の
成
立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者 

 
 

⑶ 

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者 

 
 

⑷ 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の 

 
 

 

規
定
に
よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者 

 
 

⑸ 

正
当
な
理
由
が
な
く
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者 

 
 

⑹ 

そ
の
他
契
約
の
相
手
方
と
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者 

三 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 

イ 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
履
行
能
力 

 
 

に
基
づ
き
、
契
約
の
種
類
及
び
執
行
予
定
額
に
応
じ
て
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
三
等
級
に
区
分
し 

 
 

て
定
め
る
。 

 

ロ 

個
々
の
履
行
能
力
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に 

 
 

つ
い
て
行
う
。 

 
 

⑴ 

売
上
額 

 
 

⑵ 

経
営
規
模 

 
 

 

（一） 

自
己
資
本
の
額 

  

庁
内
文
書
集
配
・
発
送
業
務 

封
入
及
び
封
か
ん
業
務 

テ
ー

プ
版
・
点
字
版
発
行
業
務 

給
食
業
務 

洗
濯
業
務 

市
場
調

査
業
務 

世
論
調
査
業
務 

広
報
紙
新
聞
折
り
込
み
及
び
配
布

業
務 

統
計
書
類
の
受
入
れ
・
保
管
・
配
送
業
務 

施
設
に
お

け
る
中
央
材
料
室
業
務  

そ
の
他
業
務 



 
 

 

（二） 

機
械
設
備
の
額
（
印
刷
の
請
負
契
約
に
係
る
資
格
審
査
に
限
り
適
用
す
る
。
） 

 
 

 

（三） 

従
業
員
の
数 

 
 

⑶ 

経
営
状
況 

 
 

 
（一） 

流
動
比
率 

 
 

 

（二） 
経
営
資
本
回
転
率 

 
 

⑷ 

従
業
員
一
人
当
た
り
の
売
上
額
（
建
築
物
の
管
理
に
関
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る 

 
 

 
 

 

資
格
審
査
に
つ
い
て
は
除
く
。
） 

 
 

⑸ 

営
業
期
間 

 
 

⑹ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
の
認
証
取
得
状
況
（
物
品
の
買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ
に
関
す 

 
 

 

る
契
約
に
係
る
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
除
く
。
） 

 
 

⑺ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 
 

⑻ 

環
境
配
慮
状
況 

 

ハ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
イ
に
定
め
る
資 

 
 

格
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 

⑴ 

登
録
、
免
許
、
許
可
等
を
営
業
の
要
件
と
す
る
営
業
種
目
に
つ
い
て
、
当
該
登
録
、
免 

 

 
 

 

許
、
許
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者 

 
 

⑵ 

申
請
日
前
二
年
間
に
お
い
て
、
振
り
出
し
た
手
形
又
は
小
切
手
が
不
渡
り
と
な
り
、
銀 

 
 

 

行
当
座
取
引
を
停
止
さ
れ
て
い
る
者 

四 

資
格
審
査
の
申
請
方
法 

  

イ 

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理 

 
 

組
織
（
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
申
請 

 
 

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い 

 
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
物
品
等
競
争
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請
（
以
下
「
電
子
申 

 
 

請
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

ロ  

申
請
者
は
、
電
子
申
請
後
、
受
付
票
を
印
刷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

ハ 

申
請
者
は
、
電
子
申
請
後
、
直
ち
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
提
出
書
類
」
と
い
う
。
） 

 
 

を
郵
送
等
に
よ
り
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
提
出
書
類
到
達
後
に
資
格
審
査
を
開
始
す
る
。 

    

⑴ 

受
付
票 

 
 

⑵ 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
登
記
事
項
証
明
書
の
写
し
（
履
歴
事
項
全
部
証
明
書 

 
 

 

又
は
現
在
事
項
全
部
証
明
書
） 

    

⑶ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
身
分
証
明
書
の
写
し
（
市
区
町
村
長
が
発
行
し
た
も 

 
 

 

の
に
限
る
。
） 

 
 

⑷ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐 



 
 

 

人
又
は
被
補
助
人
と
す
る
記
録
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
の
写
し
（
被
保
佐
人
又
は
被
補
助 

 
 

 

人
に
あ
っ
て
は
、
後
見
登
記
等
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
証
明
書
） 

 
 

⑸ 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
決
算
報
告
書
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度 

 
 

 
の
決
算
に
関
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
申
請
日
時
点
で
、
法
人
設
立
後
一
年
に
満
た
な
い
も 

 
 

 

の
に
あ
っ
て
は
、
提
出
可
能
な
決
算
に
関
す
る
も
の
） 

 
 

⑹ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
所
得
税
確
定
申
告
書
等
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一 

 
 

 

年
間
の
申
告
に
係
る
も
の
） 

 
 

⑺ 

県
民
税
及
び
事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し（
法
人
県
民
税
及
び
事
業
税
に
つ
い
て
は
、 

 
 

 

埼
玉
県
内
の
事
業
所
に
係
る
も
の
。
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
埼
玉
県
内
の
住
所
地
に 

 
 

 

係
る
も
の
） 

    

⑻ 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し 

 
 

⑼ 

営
業
経
歴
書
（
創
業
時
か
ら
現
在
ま
で
の
営
業
経
歴
を
記
載
し
た
も
の
） 

   

⑽ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
の
写
し
（
物
品
の
買
入
れ
、
売
払
い
及
び
借
入
れ 

 
 

 

に
関
す
る
契
約
に
係
る
申
請
者
は
不
要
と
す
る
。
ま
た
、
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み 

 
 

 

必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⑾ 

障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
写
し
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら 

 
 

 

れ
て
い
る
事
業
者
で
、
障
害
者
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⑿ 

障
害
者
雇
用
の
証
明
書
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な 

 
 

 

い
事
業
者
で
、
障
害
者
雇
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⒀ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
、
埼
玉
県
エ
コ
ア
ッ
プ
認
証
書
又
は
エ
コ
ア
ク 

 
 

 

シ
ョ
ン
２
１
認
証
・
登
録
証
の
写
し
（
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

   

⒁ 

委
任
状
（
入
札
、
契
約
、
代
金
の
請
求
又
は
受
領
等
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
の
み 

 
 

 

必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⒂ 

登
録
証
明
書
等
の
写
し
（
営
業
が
登
録
、
免
許
、
許
可
等
を
要
件
と
し
て
い
る
場
合
の 

 
 

 

み
必
要
と
す
る
。
） 

 
 

⒃ 

申
請
者
が
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
契
約
締
結
の
た
め 

 
 

 

に
必
要
な
同
意
を
し
て
い
る
者
が
発
行
す
る
同
意
書 

 
 

 
 

⒄ 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

五 

電
子
申
請
等
に
用
い
る
言
語
等 

 

イ 

電
子
申
請
は
、日
本
語
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。電
子
申
請
に
使
用
で
き
る
漢
字
は
、 

 
 

Ｊ
Ｉ
Ｓ
第
一
水
準
及
び
第
二
水
準
と
す
る
。
申
請
内
容
に
お
い
て
こ
れ
以
外
の
漢
字
を
使
用 

 
 

し
て
い
る
場
合
は
、
申
請
可
能
な
他
の
漢
字
又
は
ひ
ら
が
な
に
置
き
換
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

な
お
、
提
出
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、
又 

 
 

は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

ロ 

電
子
申
請
の
金
額
表
示
は
、
日
本
国
通
貨
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
提
出
書
類
で
外
国
貨
幣
で
表
示
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
た
も 

 
 

の
を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
ま
た
、
日
本
国
通
貨
へ
の
換
算
に
当
た
っ
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年 

 
 

大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
る
も
の
と
す 

 
 

る
。 

六 

資
格
審
査
の
受
付
期
間 

 
 

資
格
審
査
の
受
付
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
十
六
日
ま
で
の

間
に
定
期
受
付
を
行
う
。 

 
 

な
お
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
五
日
ま
で
の
間
も
、
随
時
受
付 

 

を
行
う
が
、
資
格
者
と
し
て
登
録
さ
れ
た
日
（
以
下
「
資
格
登
録
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
有
効 

 

に
な
る
た
め
、
希
望
す
る
調
達
案
件
の
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。 

七 

資
料
等
の
請
求 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示 

 

又
は
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

八 

申
請
者
へ
の
通
知 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
、
当
該
申
請
者
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
通
知
す 

 

る
も
の
と
す
る
。 

九 

資
格
の
有
効
期
間 

 

イ 

定
期
受
付
に
よ
る
資
格 

 
 

 

定
期
受
付
に
よ
る
資
格
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年 

 
 

三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 

ロ 

随
時
受
付
に
よ
る
資
格 

 
 

 

随
時
受
付
に
よ
る
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
登
録
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一 

 
 

日
ま
で
と
す
る
。 

十 

変
更
等
の
届
出 

 
 

電
子
申
請
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
営
業
を
休
止
し
、
若
し
く
は 

 

廃
止
し
た
場
合
又
は
営
業
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
電
子
情
報
処 

 

理
組
織
等
を
使
用
し
て
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

商
号
又
は
名
称 

 

ロ 

代
表
者
又
は
代
理
人 

 

ハ 

所
在
地
（
代
理
人
の
所
在
地
を
含
む
。
） 

 

ニ 

印
鑑
（
実
印
、
使
用
印
又
は
代
理
人
印
） 

 

ホ 

資
本
金 



 

ヘ 

電
話
番
号
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号 

  
ト 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
の
認
証
取
得
状
況 

  
チ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 

リ 
環
境
配
慮
状
況 

 

ヌ 

登
録
、
免
許
、
許
可
等
に
関
す
る
事
項 

十
一 

資
格
の
取
消
し 

 
 

知
事
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を 

 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

二
イ
⑴
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。 

 

ロ 

営
業
に
関
し
必
要
な
登
録
、
免
許
、
許
可
等
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。 

 

ハ 

電
子
申
請
又
は
提
出
書
類
等
に
故
意
に
虚
偽
の
事
項
の
記
録
又
は
記
載
を
し
た
と
き
。 

 

ニ 

経
済
的
信
用
を
著
し
く
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

ホ 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十 

 
 

四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
告
発
、
勧 

 
 

告
又
は
審
判
開
始
決
定
を
受
け
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

 

へ 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
に
係 

 
 

る
被
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
又
は
逮
捕
を
経
ず
に
起
訴
さ
れ
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で 

 
 

あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

十
二 

資
格
の
更
新
手
続 

 
 

資
格
の
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
度
中
に
別
に
告
示
す
る
。 



告 
 

示 

  
埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
ハ
の

規
定
に
よ
り
、
個
人
の
県
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
対
象
と
な
る
法
人
又
は
団
体
を
指
定
し
た

の
で
、
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
第
九
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  

平
成
二
十
六
年

七
月
二
日 

指
定
年
月
日 

学
校
法
人
東
京
農
業

大
学 

法
人
又
は
団
体
の 

名
称
○
○
○
○
○ 

大
澤 

貫
寿 

代
表
者
の
氏
名 

東
京
都
世
田
谷
区
桜
丘
一

―
一
―
一 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
七
号



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援

給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
八
号



名 称 所 在 地 開 設 者 名 サ ー ビ ス の 種 類 指 定 年 月 日 

介 護 老 人 保 健 施 設  四 季 の 里 新 座 市 北 野 ２ － １ ４ － ８ 医 療 法 人  昭 仁 会 介護予防通所リハビリテーション 平成 26 年 4月 1日 

介護予防短期入所療養介護 

医療法人財団明理会 新越谷病院 越 谷 市 元 柳 田 町 ６ － ４ ５ 医療法人財団  明理会 介護予防通所リハビリテーション 平成 26 年 7月 1日 

介護老人保健施設 かみさとナーシングホーム  児 玉 郡 上 里 町 金 久 保 １ ３ ３ ６ 社会福祉法人ルピナス会 訪問リハビリテーション 平成 26年 7月 1日 

介護予防訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーション きたの 新 座 市 北 野 ２ － １ ４ － ８ 医 療 法 人  昭 仁 会 介護予防訪問リハビリテーション 平成 26 年 4月 1日 

医療法人社団 白報会 そうか在宅診療所 草 加 市 栄 町 ３ － １ － １ ４ － ３ 医療法人社団  白報会 訪問リハビリテーション 平成 26年 7月 1日 

介護予防訪問リハビリテーション 

西 坂 戸 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 坂 戸 市 西 坂 戸 １ － １ ９ － ９ 株 式 会 社  清 介 護 予 防 通 所 介 護 平成 26年 7月 1日 

梅 の 湯 デ イ サ ー ビ ス 戸 田 市 上 戸 田 ５ － ２ ６ － １ ０ 株 式 会 社 ゆ と り な 通 所 介 護 平成 26年 6月 23 日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

デ イ サ ー ビ ス ル ル ル 川 口 市 北 原 台 １ － １ ５ － ８ 株 式 会 社 コ ロ ネ ッ ト 通 所 介 護 平成 26年 7月 1日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

あ か ね 薬 局 深 谷 市 寿 町 ５ ４ － ３ 羽 鳥  一 志 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 6月 16 日 

介護予防居宅療養管理指導 

ケ ア プ ラ ン  あ ゆ み 入間郡毛呂山町川角５５－３－１０１ 株 式 会 社 Ｐ Ｍ Ｃ 居 宅 介 護 支 援 平成 26年 2月 1日 

矢 倉 内 科 ク リ ニ ッ ク 所 沢 市 下 安 松 ５ ０ － ４ ３ 矢 倉  道 泰 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 7月 1日 

デイサービスセンター ハーモニック妻沼 熊 谷 市 妻 沼 東 ２ － ２ ４ 株式会社エイチケイエンタープライズ  通 所 介 護 平成 26年 6月 20 日 



介 護 予 防 通 所 介 護 

上 野 台 ナ ー シ ン グ ホ ー ム ふ じ み 野 市 上 野 台 ２ － １ ５ － ２ ３ 医 療 法 人 恵 雄 会 特定施設入居者生活介護 平成 26年 7月 1日 

介護予防特定施設入居者生活介護 

上野台ナーシングホーム デイサービスセンター  ふ じ み 野 市 上 野 台 ２ － １ ５ － ２ ３ 医 療 法 人 恵 雄 会 通 所 介 護 平成 26年 7月 1日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

小規模多機能型居宅介護 上野台ナーシングホーム  ふ じ み 野 市 上 野 台 ２ － １ ５ － ２ ３ 医 療 法 人 恵 雄 会 小規模多機能型居宅介護 平成 26年 7月 1日 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護老人保健施設 鶴瀬台の里 富 士 見 市 鶴 瀬 西 ２ － ８ － ３ ２ 医 療 法 人 恵 雄 会 通所リハビリテーション 平成 26年 6月 19 日 

短 期 入 所 療 養 介 護 

介 護 老 人 保 健 施 設 

介護予防通所リハビリテーション 

介護予防短期入所療養介護 

あ げ お 在 宅 医 療 ク リ ニ ッ ク 上 尾 市 上 ２ ０ － ８ 宮 内  邦 浩 訪 問 看 護 平成 26年 6月 1日 

介 護 予 防 訪 問 看 護 

ケアプランセンターケア・リンク東所沢 所沢市東所沢和田１－２４－３－２ メディカル・ケア・リンク株式会社 居 宅 介 護 支 援 平成 26年 6月 1日 

和 み の 幸 望 庵 行 田 市 荒 木 ２ ０ ４ ３ 株 式 会 社 サ ン ハ ー ト 通 所 介 護 平成 26年 7月 1日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

多機能ホーム りらフォレスト 秩 父 市 栃 谷 ４ ３ ５ － １ なの花ケアホーム株式会社 小規模多機能型居宅介護 平成 26年 5月 1日 

介護予防小規模多機能型居宅介護 



特定非営利活動法人所沢オハナ 所沢市東狭山ヶ丘１－２１－２１ プチキャロット１０１号  特定非営利活動法人所沢オハナ 訪 問 介 護 平成 26年 6月 1日 

デ イ ハ ウ ス 笑 顔 工 房 本 庄 市 北 堀 １ ４ ８ ６ － １ 株 式 会 社 こ も れ び 通 所 介 護 平成 26年 6月 1日 

介 護 予 防 通 所 介 護 

み な み 草 加 ク リ ニ ッ ク 草 加 市 新 里 町 １ ０ ７ － １ 医療法人社団ゆうゆう会 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 7月 1日 

元 気 ク リ ニ ッ ク 上 福 岡 ふじみ野市上福岡１－１４－４６ 中商ビル１階 宮 﨑  英 史 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 6月 1日 

介護予防居宅療養管理指導 

た か ら 薬 局  上 福 岡 店 ふ じ み 野 市 上 福 岡 ６ － ４ － ５ 株 式 会 社 ト レ ジ ャ ー 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 8月 1日 

介護予防居宅療養管理指導 

ほ う ゆ う 薬 局  上 尾 店 上 尾 市 久 保 １ ８ － １ 有限会社ほうゆう調剤薬局 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 6月 1日 

介護予防居宅療養管理指導 

オ オ ツ カ 薬 局 比 企 郡 小 川 町 大 塚 ９ １ ３ － １ 株 式 会 社 メ デ ィ ッ ク 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 7月 1日 

介護予防居宅療養管理指導 

肥 塚 薬 局 熊 谷 市 肥 塚 ４ － ５ ８ 株 式 会 社 メ デ ィ ッ ク 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 7月 1日 

介護予防居宅療養管理指導 

ミ ヤ 薬 局 熊 谷 市 宮 町 ２ － ９ 株 式 会 社 メ デ ィ ッ ク 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 26年 7月 1日 

介護予防居宅療養管理指導 

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機

関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）か

ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
九
号



名 称 変更事項 変 更 前 変 更 後 機 関 種 別 名 

株式会社フルヤ所沢ケアサービス 所 在 地 所沢市御幸町 6番 2号、ＫＦビル 7階 所沢市御幸町 6番 2号、ＫＦビル 2階 介 護 予 防 訪 問 介 護 

訪 問 介 護 

日高市高麗川地域包括支援センター 名 称 日高市西部地域包括支援センター 日高市高麗川地域包括支援センター 介 護 予 防 支 援 

さ く ら 薬 局  川 口 柳 崎 店 名 称 成 和 堂 薬 局 さ く ら 薬 局  川 口 柳 崎 店 介護予防居宅療養管理指導 

居 宅 療 養 管 理 指 導 

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機

関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）か

ら
、
次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
百
号



名 称 所 在 地 サ ー ビ ス の 種 類 開 設 者 名 休 止 年 月 日 

ア ー ス サ ポ ー ト 所 沢 所沢市並木３－1－６－１０７ 介 護 予 防 訪 問 介 護 ア ー ス サ ポ ー ト 株 式 会 社 平成 26 年 6 月 1 日 

介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護 

居 宅 介 護 支 援 

訪 問 介 護 

訪 問 入 浴 介 護 

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機

関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含
む
。）か

ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
百
一
号



名 称 所 在 地 サ ー ビ ス の 種 類 廃 止 年 月 日 

元 気 ク リ ニ ッ ク 若 葉 鶴ヶ島市富士見４－２－１６グランステージ若葉１Ｆ 居 宅 療 養 管 理 指 導 平 成 26 年 6 月 1 日 

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 

なぎさ歯科クリニック 越 谷 市 南 越 谷 ４ － １ ３ － ２ ０ 住 商 第 二 ビ ル ３ 階 居 宅 療 養 管 理 指 導 平成 25 年 12 月 31 日 

介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 

 



告 
 

示 

  
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施

術
を
担
当
す
る
施
術
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

氏

名 

住

所 

施

術

所 

指
定
年
月
日 

名

称 

所

在

地 

増 

井 

洋 

史 

 
 

と
も
ち
ゃ
ん
は
り

き
ゅ
う
マ
ッ
サ
ー

ジ 

越
谷
市
平
方
南
町

三
ー
五
グ
ラ
ン
シ

ャ
リ
オ
千
間
台
五

〇
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

増 

井 

知
母
子 

 
 

と
も
ち
ゃ
ん
は
り

き
ゅ
う
マ
ッ
サ
ー

ジ 

越
谷
市
平
方
南
町

三
ー
五
グ
ラ
ン
シ

ャ
リ
オ
千
間
台
五

〇
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

浅 

香 
 

 

隆 
 

 

秩
父
第
一
鍼
療
院 

秩
父
市
東
町
二
三

ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

浅 

香 

定 

雄 
 

 

秩
父
第
一
鍼
療
院 

秩
父
市
東
町
二
三

ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

堤 
 

 
 

 

大 
 

 

ア
ン
ジ
ュ
整
骨
院 

朝
霞
市
本
町
二
ー

六
ー
一
九 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

柳 

川 

真 

教 
 

 

藤
川
鍼
灸
接
骨
院 

朝
霞
市
本
町
三
ー

四
ー
八
ー
一
〇
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

高 

橋 

勝 

美 
 

 

高
漢
堂
鍼
灸
院 

所
沢
市
山
口
五
五

七
ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

野 

中 

利 

正 
 

 

野
中
鍼
灸
院 

熊
谷
市
大
野
七
八

七 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
号



阿 

部 

洋
二
郎 

 
 

あ
ら
い
鍼
灸
院 

熊
谷
市
村
岡
三
六

ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

原 
島 

恵
知
夫 

 
 

原
島
鍼
灸
接
骨
院 

所
沢
市
下
富
一
〇

三
九
ー
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

久 

保 

和 

彦 

 
 

久
保
鍼
灸
院 

児
玉
郡
上
里
町
七

本
木
一
七
九
七
ー

二
七 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

鶴 

見 

勝 

司 

 
 

つ
る
み
治
療
院 

三
郷
市
三
郷
一
ー

二
七
ー
一
〇
三
郷

リ
バ
テ
ィ
一
〇
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

川 

島 
 

 

徹 
 

 

日
月
庵 
川
島
鍼

灸
指
圧
治
療
院 

上
尾
市
原
市
一
二

四
〇
ー
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

瀬 

戸 
 

 

進 
 

 

瀬
戸
鍼
灸
接
骨
院 
幸
手
市
南
三
ー
二

六
ー
一
八 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

三 

上 
 

 

孝 
 

 

み
か
み
鍼
灸
・
整

骨
院 

秩
父
市
荒
川
上
田

野
二
一
三
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

知 

領 

俊 

房 
 

 

新
所
沢
針
灸
院 

所
沢
市
松
葉
町
六

ー
一
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

山 

田 

雄 

俊 
 

 

山
田
整
体
治
療
院 

上
尾
市
原
市
三
五

二
四
ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

宮 

川 

史 

郎 
 

 

宮
川
整
骨
院 

新
座
市
東
北
二
ー

二
二
ー
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

山 

﨑 
 

 

茂 
 

 

わ
ん
ス
テ
ッ
プ
鍼

灸
整
骨
院 

吉
川
市
保
一
ー
三

一
ー
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

松 

村 

英 

仁 

 
 

ラ
ッ
ク
は
り
灸
接

骨
院 

さ
い
た
ま
市
見
沼

区
大
和
田
町
一
ー

二
〇
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

阿 

部 

千
枝
子 

 
 

あ
ら
い
鍼
灸
院 

熊
谷
市
村
岡
三
六

ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

関 

根 

か
お
る 

 
 

や
く
し
ん
鍼
灸
整

骨
院 

秩
父
市
大
野
原
二

二
五
二
ー
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



長 

田 

耕 

生 

 
 

榎
町
す
こ
や
か
整

骨
院 

所
沢
市
榎
町
一
一

ー
五
榎
町
ビ
ル
一

階 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

西 

尾 
文 
孝 

 
 

有
限
会
社
ア
ー
ト

ラ
イ
フ 

ハ
ー
ト

フ
ル
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ
院 

さ
い
た
ま
市
中
央

区
本
町
東
二
ー
二

ー
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

戸 

田 
 

 

賢 

 
 

朝
霞
治
療
院 

朝
霞
市
本
町
三
ー

一
ー
一
五
ア
ウ
ル

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
一

〇
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

杉 

﨑 

利 

春 
 

 

合
氣
堂
鍼
灸
接
骨

院 

白
岡
市
篠
津
一
八

七
三
ー
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

飯 

沼 

一 

朗 
 

 

東
川
口
鍼
灸
治
療

院 

川
口
市
戸
塚
東
一

ー
二
三
ー
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

佐 

藤 

栄 

子 
 

 

栄
子
東
洋
治
療
院 

春
日
部
市
小
渕
一

三
四
五
ー
一
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

藤 

原 

佳 

德 
 

 

は
り
・
き
ゅ
う
専

門
院 

所
沢
市
久
米
八
二

ー
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

寳
珠
山 

俊 

兵 

 
 

桶

川

駅

前

整

骨

院
・
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ
院 

桶
川
市
南
一
ー
六

ー
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

宇
田
川 

千 

惠 
 

 

は
り
灸
悠
健
堂 

朝
霞
市
岡
二
ー
九

ー
一
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

橘 
 

 

泰 

則 

 
 

た
ち
ば
な
鍼
灸
接

骨
院 

越
谷
市
東
越
谷
一

ー

二

ー

一

九 

Ｙ
’
ｓ
Ｂ
Ｕ
Ｉ
Ｌ

Ｄ
一
〇
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

小 

菅 

二 

雄 
 

 

治
療
院
孫
の
手 

川
口
市
東
本
郷
一

一
四
七
ー
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

谷 

口 

仁 

志 

 
 

た
に
ぐ
ち
鍼
灸
整

体
院 

朝
霞
市
三
原
四
ー

一
三
ー
八
一
ー
二

一
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



江 

口 

一 

暁 
 

 

江
口
鍼
灸
治
療
院 

三
郷
市
戸
ヶ
崎
二

ー
一
四
一
ー
七 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

駒 
﨑 

一 

豪 

 
 

み
な
も
と
は
り
・

き
ゅ
う
マ
ッ
サ
ー

ジ
治
療
院 

戸
田
市
新
曽
南
二

ー
九
ー
二
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

三 

上 
 

 
創 

 
 

み
か
み
鍼
灸
・
整

骨
院 

秩
父
市
荒
川
上
田

野
二
一
三
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

髙 

橋 
 

 

保 
 

 
間
久
里
鍼
灸
院 

越
谷
市
上
間
久
里

三
一
三
ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

飯 

島 

洋 

子 
 

 

は
り
灸
治
療
プ
ラ

ー
ナ 

戸
田
市
南
町
八
ー

三
三
ー
一
一
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

林 
 

 

教 

雄 

 
 

は
や
し
鍼
灸
整
骨

院 

所
沢
市
緑
町
二
ー

一
八
ー
一
八
サ
ン

パ
ー
ク
一
階 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

嶋 

田 

紀 

雄 
 

 

エ
コ
ー
治
療
院 

越
谷
市
宮
本
町
五

ー
一
九
一
ー
一
〇 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

中 

沢 

健 

次 
 

 

は
り
・
き
ゅ
う
健

心
会 

越
谷
市
赤
山
町
二

ー
二
四
ー
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

浅 

﨑 

修 

子 
 

 

浅
﨑
鍼
灸
治
療
院 

越
谷
市
大
泊
一
〇

二
八
ー
一
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

松 

下 

直 

之 
 

 

袋
山
は
り
・
き
ゅ

う
接
骨
院 

越
谷
市
袋
山
五
〇

〇
ー
八 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

伊 

藤 

寿 

得 

 
 

中
央
在
宅
マ
ッ
サ

ー
ジ
飯
能
院 

飯
能
市
柳
町
九
ー

一
七
す
み
や
ビ
ル

二
〇
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

川 

村 
 

 

隆 

 
 

中
央
在
宅
マ
ッ
サ

ー
ジ
飯
能
院 

飯
能
市
柳
町
九
ー

一
七
す
み
や
ビ
ル

二
〇
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

有 

村 

利 

秀 
 

 

苞
徳
治
療
院 

ふ
じ
み
野
市
上
福

岡
一
ー
六
ー
二
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

矢 

島 
 

 

勇 
 

 

お
お
さ
と
康
復
接

骨
院 

熊
谷
市
高
本
字
道

下
二
八
三
ー
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



森 

田 
 

 

賢 
 

 

も
り
た
治
療
院 

狭
山
市
水
野
六
九

四
ー
二
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

奥 
泉 

修 

司 

 
 

在
宅
医
療
マ
ッ
サ

ー
ジ 

ラ
イ
ム 

入
間
郡
毛
呂
山
町

若
山
二
ー
八
ー
一

五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

髙 

橋 
 

 
悟 

 
 

株
式
会
社
キ
ッ
ク 

ゆ
ず
接
骨
院 

東
松
山
市
下
野
本

一
四
六
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

山 

﨑 

広 

之 
 

 
山
崎
接
骨
鍼
灸
院 

草
加
市
高
砂
二
ー

一
九
ー
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

梅 

田 

登
美
子 

 
 

う
め
だ
鍼
灸
治
療

院 

草
加
市
新
栄
町
八

二
二
ー
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

澤 

田 

康 

幸 
 

 

さ
わ
だ
鍼
灸
整
骨

院 

鶴
ヶ
島
市
富
士
見

二
ー
一
八
ー
二
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

大 

塚 

奈
津
子 

 
 

春
日
部
は
り
き
ゅ

う
院 

春
日
部
市
谷
原
三

丁
目
一
六
ー
一
〇 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

堀 

山 

秀 

章 
 

 

堀
山
指
圧
鍼
灸
院 

草
加
市
神
明
一
ー

四
ー
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

佐 

藤 
 

 

稔 
 

 

佐
藤
鍼
灸
治
療
院 

狭
山
市
北
入
曽
八

五
四
番
地
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

永 

倉 

臣 

一 
 

 

鉢
形
治
療
院 

大
里
郡
寄
居
町
鉢

形
一
三
五
一
ー
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

大 

川 
 

 

進 
 

 

春
日
部
治
療
院 

春
日
部
市
西
八
木

崎
一
ー
二
ー
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

河 

井 

昭 

治 

 
 

鍼
灸
指
圧
・
マ
ッ

サ
ー
ジ 

カ
ワ
イ

治
療
室 

草
加
市
吉
町
五
ー

一
一
ー
二
七 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

塩 

谷 

利 

明 
 

 

塩
谷
鍼
灸
整
骨
院 

熊
谷
市
末
広
三
ー

一
ー
三
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

村 

田 

德
治
郎 

 
 

ル
カ
鍼
灸
治
療
院 

入
間
郡
毛
呂
山
町

岩
井
西
三
ー
一
ー

三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

野 

中 
 

 

修 
 

 

た
す
け
あ
い
鍼
灸

整
骨
院 

春
日
部
市
増
富
三

〇
ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



八 

木 

義 

行 

 
 

株
式
会
社 

東
京

在
宅
サ
ー
ビ
ス 

新
宿
区
新
宿
一
ー

五
ー
四 

Ｙ
Ｋ
Ｂ

マ
イ
ク
ガ
ー
デ
ン

二
〇
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

石 

田 
慎
太
郎 

 
 

い
し
だ
鍼
灸
整
体

院 

飯
能
市
新
町
二
四

ー
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

大 

谷 

尚 

子 
 

 

大
谷
鍼
灸
院 

熊
谷
市
星
川
二
ー

八
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

荒 

木 

文 

雄 
 

 
鍼
灸
平
安
堂 

入
間
市
下
藤
沢
四

八
四
ー
八
Ｂ 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

荒 

木 

晶 

子 
 

 

鍼
灸
平
安
堂 

入
間
市
下
藤
沢
四

八
四
ー
八
Ｂ 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

塩 

原 

精 

康 

 
 

モ
リ
ス
は
り
灸
接

骨
治
療
院 

戸
田
市
本
町
五
ー

一
四
ー
一
七
ー
四

〇
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

平 

野 
 

 

努 

 
 

お
ぎ
の
針
灸
院 

児
玉
郡
神
川
町
四

軒
在
家
二
三
六
番

地
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

山 

﨑 

利 

夫 

 
 

大
山
堂
鍼
灸
院 

川
口
市
飯
塚
三
ー

二
ー
一
ア
ー
バ
ン

ハ
イ
ツ
四
〇
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

千 

葉 

千 

草 

 
 

コ
コ
ミ
ル
治
療
院 

川
口
市
東
領
家
一

ー
一
四
ー
二
三
ー

三
〇
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

影 

山 
 

 

健 

 
 

訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ 

こ
こ
ろ
板
橋
鍼
灸

治
療
院 

板
橋
区
板
橋
一
ー

三
三
ー
九
は
り
よ

し
ビ
ル
二
〇
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

加 

藤 

正 

司 

 
 

リ
リ
ウ
ム
治
療
院 

川
口
市
幸
町
二
丁

目
八
番
一
八
号
一

階
店
舗 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

郭 
 

 
 

 

珍 

 
 

郭
中
医
鍼
灸
院 

川
口
市
並
木
四
ー

一
六
ー
一
七
ー
一

〇
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



浅 

子 

佳 

奈 

 
 

女
性
専
門
は
っ
と

り
は
り
き
ゅ
う
接

骨
院(

大
門
院
） 

さ
い
た
ま
市
大
宮

区
大
門
町
三
ー
一

九
七
星
野
第
二
ビ

ル 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

安 

井 
成 
人 

 
 

安
井
は
り
き
ゅ
う

整
骨
院 

川
口
市
桜
町
三
ー

二
ー
一
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

堀 

部 

貴 

靖 

 
 

友
貴
堂
は
り
灸
治

療
院 

川
口
市
赤
井
一
一

五
五 

グ
リ
ー
ン

ヒ
ル
ズ
イ
ナ
ガ
キ

一
〇
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

長 

嶺 

芳 

文 
 

 

有
限
会
社
な
が
み

ね
治
療
院 

川
口
市
元
郷
四
ー

二
五
ー
一
三 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

萩 

本 

友 

和 
 

 

萩
本
鍼
灸
マ
ッ
サ

ー
ジ
治
療
院 

熊
谷
市
大
麻
生
一

二
六
〇
ー
一
〇 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

佐 

藤 
 

 

剛 
 

 

吉
川
美
南
は
り
き

ゅ
う
接
骨
院 

吉
川
市
美
南
五
ー

一
ー
一
ー
一
〇
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

青 

木 

幹 

夫 
 

 

青
木
接
骨
院 

本
庄
市
東
台
二
ー

六
ー
二
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

寺 

嶋 
 

 

貴 

 
 

医
療
法
人 

仁
科

整
形
外
科 

鴻
巣
市
本
町
一
ー

一
ー
三
（
エ
ル
ミ

こ
う
の
す
三
階)

 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

五
木
田 

安 

弘 

 
 

は
っ
と
り
は
り
き

ゅ
う
接
骨
院(

久

喜
院
） 

久
喜
市
久
喜
中
央

一
ー
一
ー
二
〇
ク

キ
プ
ラ
ザ
四
階 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

杉 

山 

泰 

子 
 

 

株
式
会
社
東
京
在

宅
サ
ー
ビ
ス 

新
宿
区
新
宿
一
ー

五
ー
四
ー
二
〇
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

原 

澤 

清 

一 
 

 

は
ら
さ
わ
鍼
灸
接

骨
院 

所
沢
市
山
口
二
三

七
ー
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

荒 

木 

雅 

也 
 

 

あ
ら
き
鍼
灸
整
骨

院 

所
沢
市
緑
町
二
ー

一
ー
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

髙 

橋 

三 

雄 

 
 

パ
ー
ク
タ
ウ
ン
按

鍼
治
療
院 

所
沢
市
並
木
三
ー

一
ー
二
ー
一
〇
〇

六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



渋 

谷 
 

 

亘 
 

 

渋
谷
鍼
灸
治
療
院 

川
口
市
安
行
藤
八

一
三
三
ー
三
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

清 
水 

竹 

美 

 
 

医
療
法
人 

仁
科

整
形
外
科 

鴻
巣
市
本
町
一
ー

一
ー
三
（
エ
ル
ミ

こ
う
の
す
三
階
） 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

室 

田 

寛 

法 

 
 

医
療
法
人 

仁
科

整
形
外
科 

鴻
巣
市
本
町
一
ー

一
ー
三
（
エ
ル
ミ

こ
う
の
す
三
階
） 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

近 

藤 

源 

太 
 

 
近
藤
接
骨
院 

坂
戸
市
仲
町
三
ー

四
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

新 

井 
 

 

龍 
 

 

リ
バ
ー
ス
北
野
治

療
院 

所
沢
市
小
手
指
南

二
ー
三
ー
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

小 

林 
 

 

修 
 

 

星
漢
堂
鍼
灸
院 

熊
谷
市
妻
沼
一
六

七
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

大 

口 

俊 

徳 
 

 

大
口
鍼
灸
治
療
院 

所
沢
市
寿
町
一
三

ー
六 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

青 

山 

元 

明 

 
 

青
山
接
骨
院 

所
沢
市
御
幸
町
五

ー
一 

ル
イ
シ
ャ

ト
レ
所
沢
一
〇
一 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

秋 

山 

喜 

和 

 
 

有
限
会
社
ハ
イ
ル 

し
ん
き
ど
う
治
療

院 

桶
川
市
下
日
出
谷

西
二
ー
一
七
ー
九 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

抜 

井 

喜 

子 
 

 

漢
方
鍼
灸
院 

志
木
市
柏
町
四
ー

一
ー
一
二 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

駒 
 

 

亮 

平 

 
 

有
限
会
社 

た
い

ら
メ
デ
ィ
カ
ル
ケ

ア 

久
喜
市
栗
原
二
丁

目
一
一
番
地
五
号 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

栗 

林 
 

 

雅 
 

 

久
喜
東
鍼
灸
院 

久
喜
市
久
喜
東
二

ー
五
ー
二
九 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

松 

村 

一 

人 
 

 

在
宅
訪
問
マ
ッ
サ

ー
ジ 

え
ん 

久
喜
市
桜
田
二
ー

二
ー
五
ー
六
〇
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

松 

原 

涼 

丞 
 

 

オ
レ
ン
ジ
鍼
灸
マ

ッ
サ
ー
ジ
治
療
院 

蕨
市
錦
町
二
ー
七

ー
五 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



                    

宮 

本 
 

 

亮 
 

 

宮
本
鍼
灸
治
療
院 

久
喜
市
本
町
三
ー

六
ー
四
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

廣 
畑 

守 

隆 

 
 

三
健
接
骨
院 

さ
い
た
ま
市
桜
区

田
島
四
ー
三
七
ー

二
〇 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

石 

黒 

秀 
行 

 
 

西
武
治
療
院 

入
間
市
仏
子
二
八

四
番
地
一
〇 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

黒 

澤 
 

 

仁 

 
 

中
央
在
宅
マ
ッ
サ

ー
ジ
飯
能
院 

飯
能
市
柳
町
九
ー

一
七
す
み
や
ビ
ル

二
〇
四 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

丸 

山 

由 

穂 

 
 

ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

ケ
ア
・
心
花 

川
口
市
川
口
一
ー

九
ー
三
七
ー
一
二

〇
八 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 

荻 

原 

健 

太 

 
 

お
ぎ
は
ら
鍼
灸
院 
熊
谷
市
末
広
二
ー

一
二
二
西
田
リ
ハ

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
一

階 

平
成
二
十
六

年
七
月
一
日 



告 
 

示 

  
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

に
よ
り
、
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

試
験
期
日
及
び
場
所 

二 

試
験
区
分 

 

イ 

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ロ 

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

 

ハ 

特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験 

三 

試
験
科
目 

 

イ 

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規 

 

ロ 

基
礎
化
学 

 

ハ 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
毒
物
及
び
劇
物
取
締 

 
 

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一 

 
 

に
掲
げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二 

 
 

に
掲
げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法 

 

二 

毒
物
及
び
劇
物
（
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
一
に
掲 

 
 

げ
る
毒
物
及
び
劇
物
、
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
あ
っ
て
は
省
令
別
表
第
二
に
掲 

 
 

げ
る
劇
物
に
限
る
。
）
の
識
別
及
び
取
扱
方
法 

四 

受
験
手
続 

 

イ 

提
出
書
類 

 
 

 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
九
条
の 

 
 

受
験
願
書
及
び
書
類 

 

ロ 

試
験
手
数
料 

 
 

 

一
万
千
円
を
埼
玉
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日
（
水
）
か
ら
五
日
（
金
）
ま
で 

平
成
二
十
六
年 

 
 

十
月
二
十
六
日
（
日
） 

 
 

試 

験 

期 

日 

 
 

埼
玉
県
草
加
市
学
園
町
一
丁
目
一
番
地 

 
 

獨
協
大
学 

 
 

 
 

 
 

試 
 

験 
 

場 
 

所 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
号



 
 

 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で
及
び
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時 

 
 

ま
で 

 
 

 

郵
送
の
場
合
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
五
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
る
。 

 

二 
受
付
場
所 

 
 

 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
保
健
医
療
部
保
健
医
療
政
策
課 

研
修
・
国
際
協
力
・
免
許
担
当 

五 

合
格
発
表 

 

イ 

埼
玉
県
本
庁
舎
一
階
南
側
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
前
掲
示 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
（
火
）
及
び
三
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

ロ 

埼
玉
県
保
健
医
療
政
策
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
日
（
火
）
午
前
十
時
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
五
日
（
月
） 

 
 

午
後
五
時
ま
で 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ら
ら
ぽ
ー
と
新
三
郷
ア
ネ
ッ
ク
ス 

 
 

 

埼
玉
県
三
郷
市
新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
二
丁
目
千
百
九
十
三
―
十
四 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
新
三
郷
四
街
区
計
画 

 
 

 

（
変
更
後
）
ら
ら
ぽ
ー
と
新
三
郷
ア
ネ
ッ
ク
ス 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
四
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
深
谷
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

深
谷
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
座
標
補
正
、
街
区
・
画
地
出
来
形
確
認
測
量
原
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
岡
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
区 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
号



告 
 

示 

 
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
八
号
（
教
職
員
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
賃
貸
借
に
関
す
る

入
札
公
告
）
は
、
取
り
消
す
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
号



告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
四
号
）
別
表
第
七
号
の
表
第
一
号
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ

ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料
の
収
納
事
務
を
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

住
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
五
丁
目
十
七
番
五
号 

二 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

株
式
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｄ
セ
キ
ュ
リ
Ａ 

 
 

代
表
取
締
役 

菅
野 

義
明 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
七
号



告 
 

示 
 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

川 

村 

一 

峰 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

蓮
田
白
岡
久
喜
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



 
 

 

新 旧 

旧 

新 

別 

白
岡
市
千
駄
野
字
下
沼
一
二
二
八
番
四
地

先
か
ら
同
市
千
駄
野
字
丸
谷
五
九
九
番
一

四
地
先
ま
で 区 

 
 
 
 
 

間 

一
一
・
〇
〇
～ 

一
六
・
七
〇 

 

七
・
九
五
～ 

 

一
四
・
四
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
五
九
・
四
九 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
整
備
工
事
で
あ
る
。 

備 
 
 
 
 
 

考 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
六
三
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
八
日 

 
 

越
建
セ
第
一
八
八
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
四
丁
目
三
百
八
十
八
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
四
丁
目
二
番
十
六
号 

 
 

戸
田 

義
一 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
四
〇
〇
八
六
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
一
八
九
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
志
部
千
五
百
番
一
、
千
五
百
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
二
―
一
―
十
二 

 
 

明
光
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

中
田
正
利 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
三
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

千 

葉 

照 

實 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
六
年
八
月
七
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

平
成
二
十
七
年
度
当
初
教
職
員
人
事
異
動
の
方
針
に
つ
い
て 

 

 

ロ 

そ
の
他 

 



告  示 

埼玉県公安委員会告示第185号 

 次の者に送達する書類（平成26年７月23日付け埼玉県公安委員会指令甲第350号）を埼玉県警

察本部生活安全部生活安全企画課に保管してあるので、出頭の上、交付を受けられたい。 

  平成26年８月１日 

                     埼玉県公安委員会委員長 山本 正士 

１ 送達を受けるべき者 

  香川県高松市西町22番15―103号 ドミトリー茜 

   宇都宮 将仁 

２ 書類を保管する機関の所在地及び連絡先 

 (1)  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

 (2)  048-832-0110（内線3036）    

３ 到達の日 

  平成26年８月15日（金）をもって、法律上、当該書類が送達を受けるべき者に到達したも 

 のとみなす。 



正 
 

誤 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
（
平
成
二
十
六
年
七
月
十
五
日
第
二
千
六
百
十
一
号
）
中

訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 
 
 

前
か
ら
十
九 

 

誤 同
欄
16
中
「
15
」
を 

 

正 同
欄
16
中
「
12
」
を 
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